
清武キャンパスにおける

リモート相談を新たに始めます！

安全衛生保健センターでは、「Zoom」「Google Meet」等の
ビデオ会議システムを利用したリモート面談を新たに開始します！

【対象】清武キャンパス教職員
【申し込み方法】電話またはメールによる事前予約
【申し込み先】安全衛生保健センター

（清武、木花どちらでも受付します）

清武 木花
メール anzen_e@med.miyazaki-u.ac.jp kokoro@of.miyazaki-u.ac.jp

電話 外線 内線 外線 内線
0985-85-2392 2087

2089
0985-58-3423 92-3423

92-7669



新型コロナウイルスの流行拡大が見込まれる中、当大学で勤務される教職員や

ご家族が同感染症に罹患するリスクはさらに高まります。

安全衛生保健センターでは、清武キャンパス教職員に対し、新型コロナウイル

ス感染症に起因するメンタルヘルスの不調や離職、自死を予防したいと考えて

います。

既に、新型コロナウイルス感染症患者のケアに従事される医療スタッフを対象

としたメンタルヘルスサポートアンケートを実施しています。今回、リモート

相談という方法を新たに追加する事で、職員の選択肢を増やし、よりきめ細や

かなフォローを行います。

背景



リモート相談の概要

【相談対応者】安全衛生保健センタースタッフ

（医師、看護師、保健師、公認心理師など）

【実施予定日】平日 9：00-17：00内

(1枠あたり30分程度）

【相談場所】

相談対応者→安全衛生保健センター内

* プライバシー保護のため個室

相談者→相談者の任意の場所

*wifi 環境が整っている部屋が望ましい



産業保健スタッフと相談者との面談の際、対面に伴う感染のリスクを回避できる。

教職員自身や同居家族の感染等の理由によって、自宅待機あるいは入院している

教職員についてもフォローができる。

相談窓口を増やす事で、利用者にとっての選択肢を増やす事ができる。

リモート面談の利点

この部分を
リモートでも
できるように
します



ご相談頂いた内容は、原則として守秘します。

ただし、生命のリスクに関わる事項等、安全配慮義務が生じた際には、

例外とみなします。

外部の相談機関等に関する情報提供も、積極的に行います。

プライバシーの保護


